
見附市告示第６４号 

見附市市民活動支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 令和７年４月１日 

                   見附市長  稲 田  亮 

  見附市市民活動支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

見附市市民活動支援補助金交付要綱（平成１７年見附市告示第４２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１号中「過半数」を「３分の１以上」に改める。 

第５条中「補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする」

を「補助金の額は別表５に定めるとおりとする」に改め、同条各号を次のように改

める。 

（１）から（３）まで 削除 

第５条に次の２項を加える。 

２ 補助対象経費は、補助対象事業による収益及び国、県等他の制度による助成金

を除いた額を基準とするものとする。 

３ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

別表４の次に次の１表を加える。 

別表５ 

区分 補助率 補助上限額 

サポート事業 ３分の２ １０万円 

ステップアッ

プ事業（ソフ

ト） 

１年目及

び２年目 

（１）対象経費の額が１０万円を超

えない場合 対象経費の額に相当

する額 

（２）対象経費の額が１０万円を超

える場合 対象経費の額から１０

万円を減じた額に１００分の５０

を乗じて得た額に１０万円を加算

した額 

１年目及

び２年目 

１５万

円 



３年目か

ら５年目 

（１）対象経費の額が５万円を超え

ない場合 対象経費の額に相当す

る額 

（２）対象経費の額が５万円を超え

る場合 対象経費の額から５万円

を減じた額に１００分の５０を乗

じて得た額に５万円を加算した額 

３年目か

ら５年目 

１０万

円 

ステップアッ

プ事業（ハー

ド） 

２分の１ ５万円 

 様式第１号中「平成」及び「印」を削り、「見附市長   様」を「（宛先）見

附市長」に改める。 

 様式第２号中「平成」を削る。 

 様式第３号中「平成」を削り、「見附市長   様」を「（宛先）見附市長」に

改め、「印」を削る。 

 様式第４号中「平成」を削る。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  


